
公益財団法⼈世界平和研究所 研究倫理に関する⾏動指針 
 
 学術研究による知の創造が⼈類の幸福、経済社会の平和と安定をもたらしてきた。さらに
国際社会が流動化、グローバル化の中、複雑に絡み合う様々な問題に直⾯する中、実証に基
づく研究と政策提⾔は従来にも増して重要になっている。⼀⽅、学術研究の社会において果
たす役割が複雑化し、研究成果のみならず、研究者の姿勢・⾏動までもが問われており、研
究者が⾃らを厳格に律する⾼い倫理規範の確⽴が急務となっている。そのような状況に鑑
み、公益財団法⼈世界平和研究所（以下「本財団」という。）は、以下のとおり研究倫理に
関する⾏動指針（以下「⾏動指針」という。）を定める。 
 
1. ⽬的 

⾏動指針は、本財団が⾏う学術研究の信頼性及び公平性を確保するとともに、本財団が⾃
主独⽴の研究機関として公益を尊重し、社会的責任を果たすことを⽬的とする。 
 
2. 対象 

研究職規程第２条に規定する研究職及び研究⽀援を⾏う者（以下「職員等」という。）を
対象とする。 
 
3. 基本原則 

職員等は、以下の基本原則を遵守し、学術研究の適切な運営に努めるとともに、広く経済
社会の発展に寄与するよう努めることとする。 
(１) 法令等の遵守 

職員等は、関連法令及び定款、規程、内規等を遵守し、倫理規範に則り研究活動を誠実
に⾏わなければならない。 

(２) ⼈権の尊重 
職員等は、本研究所におけるすべての研究活動において各個⼈の⼈権を尊重し、属性や
思想、信条による差別を⾏わない。 

(３) 個⼈情報の保護 
職員等は、研究過程において⼊⼿した個⼈情報の保護に努めなければならない。 

(４) 著作権の保護 
職員等は、本研究所におけるすべての研究活動において先⼈の功績に敬意を払うとと
もに、引⽤などにおいてはその必要性を検討し、必要最⼩限度の利⽤にとどめなければ
ならない。他者のアイデア、分析・解析⽅法、データ、研究結果、論⽂⼜は⽤語、写真、
イラスト、⾳声、動画その他は当該関係者の了解もしくは適切な表⽰を⾏わなければな
らない。 

(５) 学術研究における不正⾏為等の防⽌等 



職員等は、⾃らの研究活動のあらゆる局⾯において、研究データ、資（試）料等の管理・
保存等に関し、厳密な取扱いを徹底して、捏造、改ざん、盗⽤を⾏わない、加担しない
ことに加え、同じ研究成果の重複発表、論⽂著作者が適正に公表されない不適切なオー
サーシップ等の不正⾏為を⾏ってはならない。不正⾏為の発⽣を未然に防⽌するよう
努めなければならない。 

(６) 研究費の適正な使⽤ 
職員等は、研究費の源泉が、国・地⽅公共団体等から交付される補助⾦・助成⾦及び企
業等から負託されたものであることを常に認識し、その助成⽬的等を最⼤限に尊重す
るとともに、研究費ごとに定められた条件、使⽤ルール等を遵守し、その適正使⽤に努
めなければならない。 

(７) 利益相反への適切な対応 
職員等は、⾃らの研究⾏動について、利益相反の発⽣に⼗分な注意を払い、利益相反に
よる弊害が⽣じないよう努めなければならない。 

(８) 研究成果の公開 
職員等は、⾏動指針の趣旨に反しない範囲で、研究成果を積極的に公開するとともに、
研究活動の透明性を確保するため、当該研究の学術的・社会的意義について説明する義
務を負うものとする。 

(９) 研究倫理誓約書の提出 
本指針の対象となる職員等は、誓約書（別紙様式１）を理事⻑に提出しなければならな
い。誓約書において、次の事項を誓約するものとする。 
（a）機関の規則等を遵守すること 
（b）研究費を適正に使⽤するとともに不正⾏為等を⾏わないこと 
（c）規則等に違反して不正を⾏った場合は、機関や資⾦配分機関の処分を受けること
及び法的な責任を負うこと 
 

 
4. 研究倫理教育の実施 
(１) 研究倫理教育の⽬的 

本財団では職員等の研究倫理意識を向上させることを⽬的として、研究者等に求めら
れる倫理規範を取得等させるための教育（以下「研究倫理教育」という）を確実に実施
することを基本とする。 

(２) 研究倫理教育の実施体制 
本財団における研究倫理教育の確実な実施のために理事⻑は研究倫理教育責任者とし
て研究本部所属の 1 名を指名する。 

(３) 研究倫理教育の受講義務 
全ての職員等は本財団着任時に研究倫理教育を受講しなければならない。他の機関に



おいて既に研究倫理教育を受講している者は本項の規定を免除する。 
(４) 定期的な研究倫理教育の実施 

本財団は全ての職員等を対象にした年 1 回の研究倫理教育を実施する。他の機関にお
いて 1 年以内に研究倫理教育を受講した者は本項の規定を免除する。 

 
5. ⼈を対象とした研究に関する対応⽅針 

⼈を直接の対象とし、個⼈からその⼈の思惟、⾏動、環境、⼼⾝等に関する情報⼜はデー
タ等を収集して⾏われる研究（以下「対⼈研究」という。）については、3. 基本原則に加え
て以下の対応⽅針にしたがって遂⾏することとする。 
(１) 対⼈研究を⾏う者は、個⼈の尊厳を重んじ、科学的及び社会的に妥当な⽅法・⼿段で、

その研究を遂⾏しなければならない。職員等が、個⼈の情報⼜はデータ等の収集を⾏う
場合には、提供者の⼈権を尊重し、その⾝体的、精神的負担及び苦痛を最⼩限にするよ
う努めなければならない。 

(２) 職員等が、対⼈研究において個⼈の情報⼜はデータ等を収集するときは、職員等は、研
究のため個⼈の情報⼜はデータ等を提供する者（以下「提供者」という。）に対して、
直接⼜は⽂書をもって、研究⽬的、収集する情報⼜はデータの処理⽅法、研究成果の発
表⽅法など、研究計画の概要について、分かりやすく説明しなければならない。 

(３) 職員等は、提供者から要求があった場合は、対⼈研究の具体的内容を提供者に説明しな
ければならない。 

(４) 職員等が、研究と直接関係がない外部機関に委託して、個⼈の情報⼜はデータ等を収集
する場合は、本⾏動指針の趣旨に則った契約を交わして⾏わなければならない。 

(５) 職員等が、対⼈研究において個⼈の情報⼜はデータ等を収集するときは、提供者の同意
を得て⾏うことを原則とする。提供者の同意には、個⼈の情報⼜はデータ等の取扱い及
び発表の⽅法などに関わる事項を含むものとする。 

(６) 提供者からの同意は、原則として⽂書でもって⾏うものとする。ただし、調査を委託す
る調査会社等におけるモニター登録要件に事前の同意が含まれているモニター調査の
場合は、この限りではない。 

(７) 職員等は、個⼈の特定が可能な形式で情報⼜はデータ等を保管する場合において、提供
者から当該個⼈の情報⼜はデータ等の開⽰を求められたときは、これを開⽰しなけれ
ばならない。 

(８) 職員等は、提供者が同意を撤回したときは、その者に係る情報⼜はデータ等を廃棄しな
ければならない。 

(９) 職員等は、対⼈研究において収集した個⼈の情報⼜はデータ等を 5 年間保管しなけれ
ばならない。ただし、前項の規定に基づき廃棄したものについては、この限りではない。 

(１０) 職員等は、第６項に規定する⽂書その他の同意に関する記録を適切な期間保管し
なければならない。 



(１１) 職員等が提供者に対し、謝礼として⾦品を提供する場合、その⾦品は社会通念上、
妥当な範囲で定めるものとし、その受け払いについて適切な管理をしなければならな
い。 

(１２) 職員等が対⼈研究を⾏おうとするときは、⽂部科学省・厚⽣労働省ガイドライン等
に基づきあらかじめ研究計画書を作成し、倫理審査を受けるものとする。ただし、次の
いずれかに該当する研究については、この限りではない。 
（a）個⼈から情報⼜はデータ等を収集しない研究 
（b）政府その他の公的機関⼜は法⼈その他の団体（組織としての実体を有するものに
限る。）を直接の対象とする研究 
（c）アンケート⼜はインタビュー調査により個⼈の情報⼜はデータ等を収集する研究
であって、当該情報⼜はデータ等が、個⼈の特定が不可能な形式で保管され、かつ、仮
に公になっても提供者の社会的地位や評価に特段の不利益が⽣じるおそれがないと認
められるもの 
（d）個⼈情報を取り扱わない研究であって、提供者の保護に適切に配慮しているもの 

(１３) 本財団において、職員等が倫理審査を申請する場合、倫理審査委員会（以下「委員
会」という）において研究計画書の審査を⾏う。委員会は研究管理の業務に従事する者
を含む職員等 3 名で構成し、理事⻑が指名する。 

(１４) 審査の⽅法は、委員会における合議審査とする。委員会は、必要あるときは、申請
者を当該研究計画等の審査を⾏う会議に出席させ、申請内容等の説明を求めることが
できる。委員会は、審査の経過を勘案して、申請者に対して研究計画等の変更を勧告す
ることができる。 

(１５) 委員会の審査の判定は、次に掲げる表⽰により⾏う。 
(a) 承認 
(b) 条件付承認 
(c) 継続審議 
(d) 不承認 
(e) ⾮該当 

(１６) 理事⻑は 13 項の申請があったときは、委員会の審査結果に基づき、当該申請の承
認の可否を決定し、申請者に通知する。理事⻑は、必要あると認めるときは、当該申請
の内容の⼀部を変更して承認することができる。 

 
6. 不正⾏為の調査⼿続き等 
(１) 不正⾏為の疑義などが⽣じたときの相談・告発などの通報窓⼝、告発に係る事案の調査

⼿続き等に関して本財団「競争的資⾦等に関する取扱要領（内規）」14 条から 19 条ま
での規定を準⽤する。 

(２) その他⾏動指針に基づいて対応が必要な場合は、理事⻑の指⽰の下、事務局が必要な調



査及び措置を⾏うものとする。 
 
7. ⾏動指針に関する事務は、事務局の所管とする。 
 
8. ⾏動指針の改廃は、理事⻑が決定する。 
  



（別紙１） 

誓約書 

 

 

公益財団法⼈世界平和研究所理事⻑ 殿 

 

私は、本財団が管理する研究費による研究を遂⾏、⼜はその研究に参加するに

あたり、常にコンプライアンス（法令遵守）を意識するとともに、⽇本学術会議

「科学者の⾏動規範」（平成 25 年１⽉ 25 ⽇付）に則り、「公益財団法⼈世界平和

研究所 研究倫理に関する⾏動指針」及び関連規則等を遵守して、研究活動に係

る不正⾏為及び研究費の不正使⽤を⾏わないことを誓約いたします。 

なお、それらに反した場合は、本財団及び資⾦配分機関の下す処分に従わなけ

ればならないこと、及び法的責任を負う場合があることも理解しています。 

 

記 

 

  年  ⽉  ⽇ 

 

 

所属・役職               

 

⽒名（⾃署）             印 


